
議案第 77号 

 

石垣市手数料徴収条例の特例に関する条例 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、令和８年１月１日から令和８年 12月 31日までの間(以下「特例期

間」という。)における石垣市手数料徴収条例(平成 12年石垣市条例第 25号。以下「手

数料徴収条例」という。)の規定に基づき徴収する手数料の特例を定めるものとする。 

(手数料徴収条例の特例) 

第２条 特例期間における個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律(平成 25年法律第 27号)第２条第７項に規定する個人番号

カードをいい、かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律(平成 14年法律第 153号)第 22条第１項に規定する個人番号カード用利用者証

明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和 59

年法律第 86号)第 12条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備であって、電子署

名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第 35条の２第１項

に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を

用いて、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した端末機

であって、使用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機

能を有するものをいう。)により次に掲げる証明書等の交付を受ける場合の手数料の金

額は、手数料徴収条例第 2条の規定にかかわらず、同条例別表に掲げる手数料の金額か

ら 200円を減じた金額とする。 

(1) 住民票の写し 

(2) 印鑑登録証明書 

(3) 戸籍の附票 

(4) 所得証明書 

(5) 課税証明書 

(6) 所得課税証明書 

(委任) 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

(この条例の失効) 

２ この条例は、令和８年 12月 31日限り、その効力を失う。 

  



 

  令和 7年 12月 1日提出 

 

                         石垣市長 中 山 義 隆 

 

理 由 

  証明書コンビニ交付の利用を促進する目的で、令和 8年 1月 1日から 12月 31日まで

の 1年間、多機能端末機からの行政証明書の発行手数料を変更するため、条例を制定す

る必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 


